
平 成 28 年 度  事 業 報 告 

 

【境界問題解決センターふくおか】 

センター長 小栁旭  (調査士：運営委員 3 名、相談・調停員 11 名)(弁護士：運営委員 2 名) 

1 基本業務 

弁護士との協働による相談業務及び調停業務 

相談、調停事件に対して対応を行った。 

電話照会は 146 件、相談申出 2 件、調停申立 1 件。調停事件数は相変わらず少ないもの 

の相談の段階で一応解決しているものと考えている。 

2 研修の充実 

(1) ＡＤＲ委員による協議会の運営 

委員協議会を平成 28 年 8 月 19 日と平成 29 年 1 月 25 日の 2回行った。 

(2) ＡＤＲに関する研修会の企画 

委員の資質の向上のために、委員協議会の中で九州大学の入江秀晃准教授をお招きし、 

研修会を 2回行った。 

(3) 各種研修会及び協議会への参加 

平成 28 年 11 月 22 日に、福岡法務局との合同協議会を行った。 

3  広報活動の充実 

(1) 広報部との連携による広報活動 

   広報部との連携により西日本新聞に広告を掲載した。 

   広報部主催の無料相談会に相談員を派遣した。（無料相談会の相談件数 106 件） 

   ホームページのリニューアルを行った。 

(2) 県会ニュースや研修会等を利用した活動状況の報告 

県会ニュ－スへ毎月の実績を掲載した。 

(3) 官公署へパンフレットの配布 

法務局をはじめとする官公庁へパンフレットを配布しＰＲ活動を行った。 

4 関連機関との連携・情報交換等 

(1) 法務局との連携及び情報交換 

平成 28 年 11 月 22 日に法務局と協議会を行った。 

法務局にＡＤＲのパンフレット配布を行った。 

(2) 他会のＡＤＲセンターとの連携及び情報交換 

平成 28 年 12 月 1 日から 2日間東京で行われた担当者会同にて、他会のＡＤＲセン 

    ターとの情報交換を行った。 

(3) 法テラスとの連携及び情報交換 

法テラスにパンフレットの配布を行った。 

ホームページ上で相互リンクの掲載を行った。 

5 その他 

(1) ＡＤＲ認定調査士が活躍できる場の検討 

ＡＤＲ認定調査士が活躍できる場について検討を行った。 

(2) ＡＤＲ法の認証取得の必要性の検討 

     ＡＤＲ法の認証取得の必要性について調査・検討を行った。 
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